
令和４年度 第１回 高知市地域公共交通会議 
 

次  第 

 

令和４年５月 30 日（月）午前９時 30 分から 

                    高知市役所たかじょう庁舎６階 大会議室 

 

１ 開 会 

  （１）委員紹介 

  （２）会長選出及び副会長指名 

 

２ 議 事 

（１）高知市地域公共交通計画の事業予定について 

   ・令和４年１０月のバス路線の再編（区間退出）・・・・・・資料１ 

   ・コミュニティ交通の導入・・・・・・・・・・・・・・・・資料２ 

（２）生活バス路線について（とさでん交通） 

   ・高知市地域公共交通プラン・・・・・・・・・・・・・・・資料３ 

（３）廃止路線代替バス路線について（県交北部交通） 

   ・高知市地域公共交通プラン・・・・・・・・・・・・・・・資料４ 

（４）デマンド型乗合タクシーについて 

   ・高知市地域公共交通プラン・・・・・・・・・・・・・・・資料５ 

・地域内フィーダー系統確保維持計画・・・・・・・・・・・資料６ 

（５）高知市地域公共交通会議設置要綱の改正について（報告）・・資料７ 

（６）監事指名及び令和３年度収支決算報告書（案）について・・・資料８ 

   

３ その他 

   日曜・祝日 電車・バス無料デーの総括について（報告）・・・・・資料９ 

 

４ 閉 会 

 
＜配布資料＞ 

・座席配置図 

・高知市地域公共交通会議設置要綱 

・委員名簿 

・資料１ 令和４年１０月のバス路線の再編（区間退出） 

・資料２ コミュニティ交通の導入 

・資料３ 高知市地域公共交通プラン（とさでん交通） 

・資料４ 高知市地域公共交通プラン（県交北部交通） 

・資料５ 高知市地域公共交通プラン（乗合タクシー） 

・資料６ 地域内フィーダー系統確保維持計画 

・資料７ 高知市地域公共交通会議設置要綱の改正について 

・資料８ 監事指名及び令和３年度収支決算報告書（案）について 

・資料９ 日曜・祝日 電車・バス無料デーの総括について   
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高知市地域公共交通会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和26年法律第183号）の規定に基づき，地域における需要に応じた住民の生活に必要な 

バス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り，地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要とな

る事項の協議を行うとともに，地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第５条第

１項に規定する地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）の策定及び変更に関する協議等を行うため，

高知市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 交通会議は，次に掲げる事項について協議等を行うものとする。 

⑴ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様，運賃，料金等に関する事項 

⑵ 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

⑶ 交通計画の策定及び変更に関する事項 

⑷ 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

⑸ 交通計画に定められた事業の実施に関する事項 

⑹ 前各号に掲げるもののほか，交通会議の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 交通会議は，次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する委員21人以内をもって組織する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 関係する公共交通事業者及びその組織する団体等の代表者又はその指名する者 

⑶ 市民又は地域公共交通を利用する者の代表 

⑷ 国土交通省四国運輸局高知運輸支局長又はその指名する者 

⑸ 高知県中山間振興・交通部長又はその指名する者 

⑹ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者 

⑺ 高知県警察本部交通部長又はその指名する者 

⑻ 国道，県道及び市道の道路管理者又はその指名する者 

⑼ 高知市長が指名するその職員 

⑽ 前各号に掲げるもののほか，交通会議が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠による委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 交通会議に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は，委員の互選によってこれを定め，副会長は委員のうちから会長が指名する。 

３ 会長は，会務を総理し，交通会議を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を行う。 

（会議の運営） 

第６条 交通会議の会議（以下「会議」という。）は，会長が必要に応じて招集し，会長が議長となる。 

２ 会議は，委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 委員は，都合により会議を欠席する場合は，あらかじめ会長に届け出ることにより代理の者を出席させるこ

とができる。この場合において，委員は，当該代理の者に対し，欠席する会議における委員の権限について委

任状により委任を行うものとする。 

４ 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するところによる。 

５ 会議は，原則として公開とする。ただし，会議を公開することにより公正かつ円滑な議事の運営に支障が生



じると認められるものについては，非公開で行うことができる。 

（資料提供その他の協力等） 

第７条 交通会議は，その所掌事務を遂行するため必要があると認められるときは，委員以外の者に対し，資料

の提出，意見の表明，説明，助言その他必要な協力を求めることができる。 

（協議結果の取扱い） 

第８条 交通会議は，会議において協議が調った事項についてはその結果を尊重し，当該事項の誠実な実施に努

めるものとする。 

（幹事会） 

第９条 交通会議は，第２条に掲げる協議等を円滑に行うため，幹事会を置くことができる。 

２ 幹事会の組織，運営その他必要な事項は，会長が別に定める。 

３ 幹事会は，必要があると認めるときは，幹事会の会議に関係人の出席を求め，その意見又は説明を聞くこと

ができる。 

（庶務） 

第10条 交通会議の庶務は，市民協働部くらし・交通安全課において処理する。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，会長が交通会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成24年４月１日から施行する。 

（会議の招集に関する特例） 

２ この要綱の施行の日以後最初に開催される会議は，第６条第１項の規定にかかわらず，市長が招集するもの

とする。 

附 則 

 この要綱は，平成29年７月13日から施行し，この要綱による改正後の高知市地域公共交通会議設置要綱の規定

は，平成29年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は，令和３年５月６日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日から令和４年３月31日までの間に任命又は委嘱される委員の任期は，この要綱による改 

正後の高知市地域公共交通会議設置要綱第４条第１項本文の規定にかかわらず，任命又は委嘱の日から令和４ 

年３月31日までとする。 

 



1 高知工科大学名誉教授 熊谷  靖彦
くまがい　　　やすひこ

2 高知大学准教授・ＵＢＣ 岡村
おかむら

　健志
けんじ

3
とさでん交通株式会社
自動車戦略部長 伊藤

いとう

　栄
さかえ

4
とさでん交通株式会社
電車事業部長 近藤

こんどう

　寛
ひろし

5
株式会社県交北部交通
代表取締役 鈴木

すずき

　憲二
けんじ

6
四国旅客鉄道株式会社
高知企画部長 田岡

たおか

　弘久
ひろひさ

7 高知市ハイヤー協同組合理事長 明石　健市
あかし　けんいち

8 高知市老人クラブ連合会会長 三宮
さんのみや

　尊
たか

良
よし

9
特定非営利活動法人
高知市身体障害者連合会会長 中屋  圭二

なかや　　けいじ

10 高知市町内会連合会会長 長尾
ながお

　達雄
たつお

11
特定非営利活動法人
ＮＰＯ高知市民会議事務局長 池田

いけだ

　剛
ごう

12 高知市旅館ホテル協同組合女性部部長 古谷　純代
ふるや　すみよ

13
国土交通省四国運輸局高知運輸支局
輸送・監査部門首席運輸企画専門官 宮野

みやの

　広
ひろ

至
し

14
国土交通省四国運輸局高知運輸支局
総務・企画観光部門首席運輸企画専門官 山本

やまもと

　圭
けい

15
（5）高知県中山間振興・交通部長
　　又はその指名するもの

高知県中山間振興・交通部副部長 鍵山
かぎやま

　匡彦
まさひこ

16
（6）一般旅客自動車運送事業者の事業
　　用自動車の運転者が組織する団体の
　　代表者又はその指名する者

私鉄高知県連合会会長
（とさでん交通労働組合執行委員長） 白木

しらき

　政行
まさゆき

17
（7）高知県警察本部交通部長又はその
　　指名する者

高知県警察本部交通部参事官兼交通企
画課長 形岡

かたおか

　謙譲
のりよし

18
国土交通省四国地方整備局
土佐国道事務所副所長（管理） 柳川

やながわ

　克一
かついち

19
高知県土木部高知土木事務所
次長（技術総括） 坂田

さかた

　仁八
じんぱち

20 高知市都市建設部長 岡﨑
おかざき

　晃
あきら

21 （9）高知市長が指名する職員 高知市市民協働部長 谷脇
たにわき

　禎
よし

哉
や

（1）学識経験者

（2）関係する公共交通事業者及び
　　その組織する団体等

（3）住民又は利用者の代表

（8）道路管理者又はその指名する者

（4）国土交通省四国運輸局高知運輸
　　支局長又はその指名する者

       令和4年度⾼知市地域公共交通会議 委員名簿
№ 区分（要綱第３条） 所属機関・役職 氏　名 備考


